
認定資格制度に関する規程 

 

平成 21 年 3 月 28 日 制定 

平成 30 年 2 月 24 日 改正 

平成 30 年 7 月 8 日 改正 

 

 

（目的） 

第 1 条 この規程は、公益社団法人日本診療放射線技師会（以下、「 本会」という。）が定め

る認定資格制度の企画及び運営に関して定めることを目的とする。 

 

（趣旨） 

第 2 条 認定資格制度は、診療放射線技師職に関連する特定に専門領域において、一定の知

識および技術水準を持つものを認定することにより、当該領域の専門性の向上を図り、もっ

て国民の保健福祉の向上に寄与することを目指す。 

 

（運営） 

第３条 前条の趣旨を達成するため、本会は認定資格委員会を設置するとともに以下の事業

を行い、制度の円滑な運営を図る。 

（１）認定講習実施に関する事業 

（２）認定試験実施に関する事業 

2 委員会の設置は、委員会等設置規程に基づき行われる。 

 

（認定資格） 

第 4 条 専門領域別に以下の認定資格を定める。 

（１） 臨床実習指導教員 

診療放射線技師を目指す学生の指導のみならず、医療施設にて放射線技術の教育指導

を効果的に行うための指導者として知識を習得する。また、臨床実習を効果的に実施 

し、診療放射線技師の資質向上を図る。 

（２）放射線機器管理士 

医療施設における放射線関連機器の特性を理解し、その安全かつ適切な利用のために

性能維持と安全確保を通じて良質かつ安全な医療を提供する。 

（３）放射線管理士 

医療施設にて放射線の安全管理や医療被ばくの低減を努めるとともに、緊急被ばく医

療へ対応できる知識や技術を身に付け、国民の安全確保に努める。 



（４）医療画像情精度報管理士 

医療画像情報の運用および精度管理に関する知識を修得し、より良い画像情報を提供 

するため医療画像情報の適切な利用、管理を行う。 

（５）放射線被ばく相談員 

医療における放射線被ばく、自然環境の放射線被ばくなど放射線被ばく全般に対する

相談に適切に対応し、国民の放射線に対する理解を深め不安を軽減する。 

2 試験の結果、認定資格委員会が合格とした者を、各認定資格名簿に登録する。 

3 認定放射線技師については認定診療放射線技師規程に定める。 

 

(受験資格) 

第５条 本会は、各専門領域の所定の講習を修了したものに対し、当該専門領域認定資格試

験への受験資格を与える。各専門領域についての所定の講習内容は別に定める。 

2 前条第 1 項第 1 号における受験資格は、公益財団法人医療研修推進財団主催の「診療放

射線技師実習施設指導者等養成講習会」を修了した者とする。 

 

（有効期限） 

第６条  資格認定の有効期限は、前回の認定を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日

から 5 年とする。ただし、有効期限を満了する者が、要綱に定められた更新要件を満たすと

認められた場合は認定の期間を更新するものとする。 

 

（更新要件） 

第７条 各専門分野の更新要件は要綱の通りとする。 

 

（改廃） 

第８条 本規程の改廃は理事会の議決によるものとする。 

 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は､理事会に諮り、これを定める。 

 

附則 

１ この規程は平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この規程は平成 30 年２月 24 日から施行する。 

３ この規程は平成 30 年 7 月 8 日から施行する。 


